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１１月のみつえ温泉『姫石の湯』
☆営業について☆
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　     姫石の湯

営業

【姫石の湯バス】
「お客様感謝デー」
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み
つ
え
温
泉
よ
り

　

☎
０
７
４
５（
９
５
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６
４
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﹃
姫
石
の
湯
﹄
情 報

ひ
め
し

ゆ

◀

◀

◀

◀

◀

姫
石
の
湯
」の
入
浴
券
を

　

贈
り
ま
せ
ん
か
？

　
１１
月
１４
日
（
土
）
〜
１２
月
１４
日
（
月
）

の
期
間
限
定
で
「
姫
石
の
湯
」
入
浴
券

ギ
フ
ト
セ
ッ
ト
を
特
別
価
格
で
販
売

い
た
し
ま
す
。

・
６
枚
セ
ッ
ト
（
４
，
２
０
０
円
分
）

３
，
３
０
０
円

・
１０
枚
セ
ッ
ト
（
７
，０
０
０
円
分
）

５
，
２
５
０
円

　
お
得
な
機
会
に
是
非
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

◀

◀

◀

◀

◀

毎
週
金
曜
日
は
、

　
「
お
客
様
感
謝
デ
ー
」

　
通
常
料
金
７
０
０
円
の
と
こ
ろ
、

５
０
０
円
で
入
浴
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

※
対
象
は
大
人
料
金
の
方
限
定

※
た
だ
し
、
年
末
年
始
、
お
盆
期
間
、
お

よ
び
当
館
特
定
日
は
除
く

◀

◀

◀

◀

◀

御
杖
ふ
る
さ
と
交
流
公
社
便
り

お
食
事
処「
山
桜
」人
気
ラ
ン
キ
ン
グ

○
１
位「
倭
姫
膳
」　
　
１
，３
０
０
円

　
和
洋
を
取
り
入
れ
た
女
性
に
人
気

の
メ
ニ
ュ
ー
で
す
。

松花堂三品 ( 天ぷら、鹿肉フライなど )
山菜ごはん、黒豆麺、
季節のデザート、香の物

○
２
位
「
ヤ
マ
ト
ポ
ー
ク
と
地
卵
の

カ
ツ
丼
」　
　
　
　  

１
，１
０
０
円

　
ブ
ラ
ン
ド
豚
「
ヤ
マ
ト
ポ
ー
ク
」
と

新
鮮
な
地
卵
を
使
っ
た
極
上
の
カ
ツ

丼
で
す
。

○
３
位「
海
老
と
地
元
野
菜
の
天
ぷ
ら
丼
」

１
，１
０
０
円

　
海
老
と
新
鮮
野
菜
を
使
っ
た
ボ
リ

ュ
ー
ム
た
っ
ぷ
り
の
丼
で
す
。

お
す
す
め
メ
ニ
ュ
ー

●「
大
和
牛
　
ハ
ー
フ
ス
テ
ー
キ
」

１
，９
０
０
円

　
上
質
な
大
和
牛
の
ロ
ー
ス
肉
１
０

０
グ
ラ
ム
を
地
元
野
菜
と
共
に
洋
風

に
仕
上
げ
ま
し
た
。

定　休　日

定　休　日

定　休　日
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●住民生活課より

収
集
日

11
月
14
日（
土
）

せ
と
も
の
、
ガ
ラ
ス

蛍
光
灯
、
乾
電
池

の
収
集
に
つ
い
て

■
出
し
方

①
必
ず
一
人
で
持
て
る
量
に
し
て
く

だ
さ
い
。

②
入
れ
る
袋
は
、乾
電
池
は
ス
ー
パ
ー

等
の
袋
に
入
れ
、そ
の
他
は
厚
め
の

肥
料
袋
等
に
入
れ
て
別
々
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。

③
割
れ
や
す
い
蛍
光
灯
は
、新
聞
紙
等

の
紙
に
巻
い
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

④
植
木
鉢
類
、
便
器
、
カ
ン
・
ビ
ン
類

は
一
切
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

⑤
排
出
は
、収
集
日
の
前
日
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

※
桃
俣
奥
山
地
区
は
１１
月
１２
日

（
木
）中
に
排
出
く
だ
さ
い

■
注
意

せ
と
も
の
、
ガ
ラ
ス
、
蛍
光
灯
、

乾
電
池
を
出
す
と
き
は
、
村
指
定

の
袋
は
絶
対
に
使
用
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
住
民
生
活
課（
内
線
１
１
０
）

１１
月
・
１２
月
は
村
税
・
県
税

一
斉
滞
納
整
理

強
化
期
間
で
す
！ 

　
事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ 

※

特
別
徴
収
も
推
進
し
て
い
ま
す
。 

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

※

給
与
天
引
き
に
よ
る
個
人
住
民
税

の 

納
入
を
特
別
徴
収
と
い
い
ま
す
。

　
御
杖
村
と
奈
良
県
は
税
の
公
平
・

公
正
を
確
保
し
、納
期
内
納
税
者
の
信

頼
に
応
え
る
た
め
、差
押
等
を
は
じ
め

と
し
た
滞
納
整
理
を
強
化
し
、か
つ
集 

中
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

■
お
問
い
合
わ
せ

▼
村
　
税

　
御
杖
村
役
場
　
住
民
生
活
課 

▼
県
　
税

　
奈
良
県
中
南
和
県
税
事
務
所
、

　
自
動
車
税
事
務
所

許しませ
ん！

滞納
許しませ

ん！
滞納

１１
月
中
旬
以
降
に

　
お
届
け
す
る
予
定
で
す
。

※「通知カード」は、上の図のように個人番号カード交付申

請書と一体になっています。また、「通知カード」は、紛失

することがないよう大切に保管してください。 

　
通
知
カ
ー
ド
の
発
送
に
つ
い
て
の
お
し
ら
せ
　

住
民
票
の
住
所
に
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

記
さ
れ
た「
通
知
カ
ー
ド
」が
届
き
ま
す
。 

❶

　「個人番号カード」は、平成２８年１月から申請された方に無料で交付される

顔写真付きのＩＣカードです。

　表面に基本４情報（氏名・住所・生年月日・性別）、裏面にマイナンバーが

記載されている公的な身分証明書となるもので、公的個人認証（電子証明書）

の機能が付いています。

「通知カード」を受け取られた方は、
下段の個人番号カード交付申請書を使って申請すること
により、「個人番号カード」の交付を受けることができます。

❷ 個人番号カードの申請方法
「通知カード」が届くと下記のＡ・Ｂいずれかの方法にて個人番号カードの申請ができます。 

※本人確認書類は、運転免許証、パスポート、在留カードなどの顔写真付きの公的な身分証明書の内１点、こ
れらをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、 医療受給者証等の内２点です。 

※未成年者・代理人による申請方法については通知カードと同封する案内をご確認ください。 

A
役場窓口で申請後、郵送で受け取る場合

B
郵送で申請後、役場窓口で受け取る場合

①下記書類を持参し、役場窓口まで来庁してく
ださい。 

※申請者本人が来庁してください。
 

＜申請時に持参いただくもの＞
  

・個人番号カード交付申請書 
  （通知カードと一緒に、ご家庭に届きます） 
・顔写真(縦４．５×横３．５㎝最近６か月以内撮影
　無帽、正面、無背景のもの) 
・本人確認書類（※） 
・通知カード（回収となります） 
・住民基本台帳カード 
  （お持ちの方のみ、申請時に回収・廃止と
なります） 

↓

②窓口で本人確認のうえ、交付申請書と暗証番
号設定申請書を提出してください。 

↓

③平成２８年1月以降順次、個人番号カードを本
人限定受取郵便にて送付します。

①「個人番号カード交付申請書」に、顔写真を貼
り付け、返信用封筒に入れて、ポストに投函し
てください。 

※スマートフォン等を利用したＷＥＢ申請も可
能です。 

↓
②平成２８年１月以降順次、「個人番号カード」の
交付準備が整うと、はがきで交付通知書を送
付します。

↓
③下記必要書類を持参し、役場窓口まで来庁し
てください。本人確認のうえ暗証番号を設定
し、「個人番号カード」を交付します。 

※申請者本人が来庁してください。
↓

＜受取り時に持参いただくもの＞ 

・個人番号カード交付通知書 
  （交付準備ができ次第役場より送付します）
・本人確認書類（※） 
・通知カード ( 回収となります ) 
・住民基本台帳カード 
  （お持ちの方のみ、回収・廃止となります）

または

【おもて】 【うら】 簡易書留
で

お届けします

■ お問い合わせ
　 マイナンバー専用コールセンター ／ ☎０５７０（２０）０１７８
　 御杖村役場　住民生活課（内線１１２）
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●平成26年度決算報告

御杖村の決算報告御杖村の決算報告
　平成２６年度の一般会計および各特別会計の決算が、９月の定例議会で認定されました。

　一般会計の歳入総額は２３億９，７５２万６千円、歳出総額は２０億８，５９４万３千円となりました。翌

年度へ繰り越す財源を差し引いた実質的な収支は３億３３０万６千円の黒字となりました。

単位：千円

一 般 会 計

住 宅 新 築 資 金 等 貸 付

簡 易 水 道 事 業

国 民 健 康 保 険（事 業 勘 定）

　　    〃  　　   （診療施設勘定）

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

全 会 計 決 算 総 額

特
　
別
　
会
　
計

2,397,526

3,298

51,364

 312,110

112,902

 321,010

34,649

3,232,859

2,085,943

3,298

50,795

 311,726

112,812

318,388

34,649

2,917,611

 311,583

0

569

 384

90

2,622

0

 315,248

歳入総額 歳出総額 差　引　額

平成26
年度

歳入
２３億９，７５２万６千円

依存財源

地方交付税
13億5,480万5千円 その他

財産収入
　　963万6千円
分担金及び負担金
　　  83万2千円

その他

県支出金  　　　　1億2,547万6千円

地方譲与税　　　　　3,408万7千円

地方消費税交付金　　1,833万3千円

その他
　自動車取得税交付金      　447万6千円
　配当割交付金 　　　　　158万9千円
　株式等譲渡所得割交付金　  　86万円
　利子割交付金　　　　　　　  36万円
　地方特例交付金　　　  　  20万5千円

繰越金　2億9,360万2千円

村　税　1億1,329万3千円

繰入金　4,739万6千円

寄付金 2,119万3千円

諸収入 1,087万6千円

使用料及び手数料
　　　 　2,145万2千円

国庫支出金
2億525万5千円

村債
1億3,380万

財産収入
　　963万6千円
分担金及び負担金
　　  83万2千円

一般会計

　　自主財源

人件費
4億3,710万3千円

繰出金
1億6,224万1千円

公債費
4億1,474万4千円

普通建設事業費
3億1,581万2千円

補助費
2億7,846万6千円

補助費
2億7,846万6千円

物件費
1億9,122万7千円

積立金
1億7,080万4千円

災害復旧費

維持補修費

扶助費

56万4千円

　　  759万9千円

1億738万3千円

歳出
２０億８，５９４万３千円

各会計の決算収支（総括）

　
９
月
定
例
議
会
は
、
去
る
９
月
１７
日
に

招
集
さ
れ
、
会
期
を
１０
月
７
日
ま
で
の
２１

日
間
と
し
、
１０
月
７
日
に
続
会
議
を
行
い

閉
会
し
ま
し
た
。

　
こ
の
２１
日
間
に
は
、
予
算
決
算
委
員
会

や
全
員
協
議
会
も
開
催
さ
れ
、
村
長
よ
り

提
案
さ
れ
ま
し
た
１８
議
案
と
選
挙
管
理
委

員
会
委
員
の
選
出
に
つ
い
て
審
議
し
ま
し

た
。今
定
例
議
会
は
、平
成
２６
年
度
の
各
会

計
の
決
算
認
定
が
主
要
議
案
と
な
っ
て
お

り
、
委
員
会
で
は
村
長
よ
り
各
決
算
に
基

づ
き
主
要
施
策
の
成
果
に
関
す
る
報
告
等

が
あ
り
、
決
算
書
等
を
参
照
し
な
が
ら
慎

重
に
審
議
さ
れ
た
結
果
、
続
会
議
に
お
い

て
全
て
の
議
案
が
原
案
ど
お
り
可
決
・
認

定
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、　  

谷
義
一
教
育
長
の
任
期
満
了

に
あ
た
り
、
後
任
の
教
育
長
に
丸
山
栄
氏

の
就
任
が
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て

　（
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給

与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
）

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て

　（
平
成
２７
年
度
御
杖
村
一
般
会
計
補
正

予
算（
第
３
号
）の
議
定
に
つ
い
て
）

◎
御
杖
村
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の

利
用
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◎
御
杖
村
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◎
御
杖
村
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◎
昭
和
４８
年
度
に
お
け
る
期
末
手
当
の
割

合
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
等
を
廃
止

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◎
平
成
２７
年
度
御
杖
村
一
般
会
計
補
正
予

算（
第
４
号
）の
議
定
に
つ
い
て

◎
平
成
２７
年
度
御
杖
村
簡
易
水
道
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）の
議
定
に

つ
い
て

◎
平
成
２７
年
度
御
杖
村
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）の
議
定
に

つ
い
て

◎
平
成
２７
年
度
御
杖
村
介
護
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
１
号
）の
議
定
に
つ
い
て

◎
平
成
２６
年
度
御
杖
村
一
般
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◎
平
成
２６
年
度
御
杖
村
住
宅
新
築
資
金
等

貸
付
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

に
つ
い
て

◎
平
成
２６
年
度
御
杖
村
簡
易
水
道
事
業
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◎
平
成
２６
年
度
御
杖
村
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◎
平
成
２６
年
度
御
杖
村
介
護
保
険
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◎
平
成
２６
年
度
御
杖
村
後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

◎
御
杖
村
教
育
委
員
会
の
教
育
長
任
命
に

つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

◎
御
杖
村
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
及
び

補
充
員
の
選
挙
に
つ
い
て

◎
御
杖
村
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

行
動
計
画
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て

活動報告 平成２７年７月～

７　　月

８　　月

９　　月

１０　　月

１日
６日
８日
１３日
１５日
１６日
２１日
２２日
２３日
２４日
２７日
２８日
３０日
３１日

３日
４日
７日
１１日
１５日
１８日
１９日
２４日
２７日
３１日

１日
４日
７日
８日
１５日
１７日
２５日
２６日
２８日
２９日

１日
７日

東宇陀環境衛生組合議会
木津川上流砂防事業促進協議会総会
全員協議会
正副議長研修
奈良県広域消防組合議案説明
例月監査
全員協議会／監査委員研修
ふるさと納税返礼米問題に関する住民説明会
議員人権研修
差別をなくす村民集会
奈良県にリニアを！の会総会
町村議会事務局研修
奈良県広域消防組合議会
部落差別等撤廃と人権確立を目指す奈良
県民集会

夏まつり実行委員会部会会議
新任議員研修
臨時議会
国道３６８号改修期成同盟会総会
夏まつり／奈良県戦没者追悼式
例月監査
決算監査
奈良県町村議長研修
全員協議会
全員協議会

国保運営協議会
議会運営委員会
ふるさと交流公社役員会
三村正副議長会役員会
村老連グラウンドゴルフ大会／例月監査
定例議会
予算決算委員会／夏まつり会計監査
保育所・小学校・中学校合同秋季体育大会
山添村正副議長来庁
全員協議会

夏まつり総括会議
定例議会続会議

議
会
だ
よ
り
　
第
74
号

議
会
だ
よ
り
　
第
74
号

9月定例議会
Mitsue village assembly

平
成
２６
年
度

一
般
・
特
別
会
計
決
算
を
認
定
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●平成26年度決算報告

御杖村
財政健全化判断比率等を公表します

御杖村
財政健全化判断比率等を公表します

御杖村
財政健全化判断比率等を公表します

の

村道三畝線改良事業

村道災害防除事業

橋梁長寿命化補修事業

施業放置林整備事業

村道維持事業

村道白髪線改良事業

美しい森林づくり基盤整備交付金事業

保健センター駐車場拡張工事

村内交通バス更新事業

７８，８０８千円

４１，９４６千円

２７，５６０千円

２５，８６８千円

２５，５５７千円

２１，５３６千円

１３，２６７千円

７，４４０千円

７，００２千円

旅行村駐車場舗装事業

防火水槽整備事業

御杖小学校避雷針設置工事 

スクールバス更新事業                 

６，８８７千円

６，４９８千円

６，１２３千円

５，７２４千円

平成２６年度の主な事業

「何のためにいくら使った？」  目的別から見たお金の使い方

議会費商工費

消防費 衛生費教育費

土木費

農林水産業費

総務費 民生費公債費

災害復旧費
災害復旧に関係する費用

56万4千円
（307円）

議会運営のために使ったお金

3,663万5千円
（19,921円）

商工振興、観光振興のために
使ったお金

6,034万8千円
（32,816円）

宇陀広域消防への負担金や
消防団運営などに使ったお金

1億859万7千円
（59,052円）

※（　）内は村民１人当りの金額。

　（平成27年3月31日現在の人口

　1,839人で計算）

保健衛生、ごみ処理など健康
で衛生的な暮らしのために
使ったお金

1億470万4千円
（56.935円）

学校運営の費用や社会教育
など教育全般の事務、事業
に使ったお金

1億5,925万1千円
（86,597円）

道路、住宅関係などに
使ったお金

2億5,178万3千円
（136,913円）

農・林道整備、農・林業振興
などに使ったお金

1億1,320万7千円
（61,559円）

総務、課税徴収、住民窓口、
選挙、統計などの事務のため
に使ったお金

4億5,076万1千円
（245,112円）

老人、障害者、児童などの
福祉全般の事務、
事業に使ったお金

3億8,095万7千円
（207,154円）

村債（借金）の返済のために
支払ったお金

4億1,913万6千円
（227,915円）

村内交通バス更新事業

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0 H22 H23 H24 H25 H26

1,713
1,907

2,122 2,234
2,3243,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
H22 H23 H24 H25 H26

3,457 3,064 2,810

2,328

2,612

（百万円）（百万円）

平成２６年度財政健全化判断比率

指　標

１．実質赤字比率

２．連結実質赤字比率

３．実質公債費比率

４．将来負担比率

御杖村

―（黒字）

―（黒字）

8.9%

― ※

早期健全化基準
（黄信号）

15.00%

20.00%

25.0%

350.0%

財政再生基準
（赤信号）

20.00%

30.00%

35.0%

＊「実質的な借金残高」を「基金や将来の収入見込等、借金返済等に
　充てられる財源」が上回っています。

１．実質赤字比率
　一般会計等の実質赤字額が標準財政規模に
占める割合。
　「年間収支の赤字」が「１年間の収入」に対し
てどのくらいの割合であるかを示すもので
す。
２．連結実質赤字比率
　一般会計やすべての特別会計の実質赤字額
が標準財政規模に占める割合。
３．実質公債費比率
　一般会計等が負担する公債費が標準財政規
模に占める割合を表した指標です。
　「１年間の借金返済額」が「１年間の収入」に
対してどのくらいの割合であるかを示すもの
です。
４．将来負担比率
　一般会計等が将来負担すべき債務が標準財
政規模に占める割合を表した指標です。
　「村の借金等負債額から貯金を差し引いた
額」が「１年間の収入」に対してどのくらいの
割合であるかを示すものです。

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成２６年度の健全化判断比率 ・資金
不足比率を公表します。

平成２６年度資金不足比率

公営企業会計

簡易水道事業特別会計

資金不足比率

―　（黒字）

経営健全化基準

20.0%

　平成２２年度に約３４億６千万円の借金残高がありましたが、借入の抑制に取り組み、 平成２６年度末には約２３
億３千万円となりました。村債の借り入れについては、後年において地方交付税によってその償還に対する財
源措置のある有利な地方債の活用を行い、財政負担の軽減に努めています。一方、貯金残高については、将来
の財政負担に備えて、様々な基金への積立を行っておりますが、平成２６年度末の基金残高は約２３億２千万円
になっております。 

■ 借金（村債）現在高の推移 ■ 貯金（基金）現在高の推移

◆資金不足比率
　公営企業ごとの資金不足額が事業規模に占める
割合を示した指標です。
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●お知らせ

御杖村職員の給与や職員数などの概要
　地方公務員の給与は、国家公務員や他の地方公共団体とのバランスを考慮し村議会の議決
を経て決められています。御杖村は、人事行政の公正性と透明性を高めるため、職員数や給
与などの状況について公表します。

　　　人件費の状況（平成２６年度普通会計決算）11
区分

平成２６年度

住民基本台帳人口
平成２７年３月３１日現在

１，８３９人

実質収支

３０３，３０６千円 ４３７，１０３千円 ２０．９％ １９．３％

（参考）
平成２５年度の人件費率

◎ 平成２６年度の歳出額に対する人件費の割合です。人件費には特別職などの給料・報酬などを含みます。
◎「普通会計」とは、村の全会計から公営企業などの特別会計（簡易水道・国民健康保険など）を除いたものです。

歳出額
A

２，０８６，４４５千円

人件費
B

人件費率
(B/A)

　　　職員給与費の状況（平成２６年度普通会計決算） 22
区分

平成２６年度

職員手当

２３，１０３千円

期末・勤勉手当

６４，８０８千円

計　　Ｂ

２６５，６６３千円

１人当たり
給与費  (Ｂ／Ａ)

５，７７５千円

職員数
Ａ

４６人

給　　与　　費

給　料

１７７，７５２千円

　　　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２７年４月１日現在）55

◎ 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。 

御杖村

一般行政職
区分

区分

一般行政職
大学卒

高校卒

経験年数５年以上１０年未満

－ －

経験年数１０年以上１５年未満

－２３０，４００円

経験年数１５年以上２０年未満

３１９，５００円

２８６，１００円

66
区分

　　　職員手当の状況

　　　職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
　　　（平成２７年４月１日現在）33

平均給料月額

３２１，２００円

平均年齢

４５．３歳

　　　職員初任給の状況
　　　（平成２７年４月１日現在）44

区　分

一般行政職 高校卒

御杖村

決定初任給

１４２，１００円

国

初任給

１４２，１００円

村長

教育長

議長

副議長

議員

区分

　　　特別職の報酬等の状況
　　　（平成２７年４月１日現在） 88　　　職員数　　　 ① 所属別職員数の状況

合　計

総務課
　うち運転手・用務員
住民生活課
保健福祉課
産業建設課
むらづくり振興課
診療所
保育所
議会事務局
教育委員会事務局
出納室
〈派遣・出向〉
　桜井宇陀広域連合
　東宇陀環境衛生組合
　曽爾御杖行政一部事務組合

期末・勤勉手当

退職手当
（平成２７年４月１日現在）

御杖村 国

（平成２６年度支給割合）

６月期
１２月期
　計
制度上の段階、職務の級による加算措置　有  

期末手当 勤勉手当
（平成２６年度支給割合）

６月期
１２月期
　計
制度上の段階、職務の級による加算措置　有

期末手当 勤勉手当

その他の加算措置 なし なし

なし なしなし なし

定年前早期退職
特例措置
３％～４５％加算

退職時特別昇給

その他の加算措置

退職時特別昇給

定年前早期退職
特例措置
３％～４５％加算

勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

自己都合 勧奨・定年
勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

自己都合 勧奨・定年

扶養手当

住居手当

通勤手当

配偶者
配偶者以外
 （配偶者がない場合、扶養親族のうちの１人

※満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に
　達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子
　１人につき、５，０００円を加算

１３，０００円
６，５００円
１１，０００円）

２７，０００円
なし

借家、借間　最高支給額
持家

借家、借間　最高支給額
持家

２７，０００円
なし

５５，０００円

２，０００円～３１，６００円を支給

５５，０００円

２，０００円～３１，６００円を支給

配偶者
配偶者以外
 （配偶者がない場合、扶養親族のうちの１人

※満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に
　達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子
　1人につき、５，０００円を加算

交通機関利用最高支給額
自動車等の使用者
　・２ｋｍ未満　無支給
　・２ｋｍ以上　片道の距離により

交通機関利用最高支給額
自動車等の使用者
　・２ｋｍ未満　無支給
　・２ｋｍ以上　片道の距離により

１３，０００円
６，５００円
１１，０００円）

給
料

報
酬

報酬・給料月額等

６００，０００円

４７０，０００円

１９２，０００円

１５２，０００円

１４７，０００円

期末手当

（平成２６年度支給割合）

所　　属
職員数（人）

Ｈ２７年
対前年
増減数

対前々年
増減数

◎　職員とは一般職及び技能労務職に属する職員であり、臨時職員、非常勤職員などを除いたものです。 
◎　職員数には、病気休暇若しくは介護休暇を取得又は育児休業している職員を含みます。 
◎（　）の数は兼務職員の内数です。 

77

２０歳未満

２０歳～２３歳

２４歳～２７歳

２８歳～３１歳

３２歳～３５歳

３６歳～３９歳

区　分 職員数

４０歳～４３歳

４４歳～４７歳

４８歳～５１歳

５２歳～５５歳

５６歳～５９歳

６０歳以上

　合　計

区　分 職員数

　② 年齢別職員構成の状況（平成２７年４月１日現在）

１．２２５月分
１．３７５月分
２．６０ 月分

２０．４４５月分
２９．１４５月分
４１．３２５月分
４９．５９  月分

２５．５５６３月分
３４．５８２５月分
４９．５９　 月分
４９．５９　 月分

２０．４４５月分
２９．１４５月分
４１．３２５月分
４９．５９  月分

２５．５５６３月分
３４．５８２５月分
４９．５９　 月分
４９．５９　 月分

０．６７５月分
０．８７５月分
１．５５  月分

１．２２５月分
１．３７５月分
２．６０ 月分

０．６７５月分
０．８７５月分
１．５５  月分

◆期末・勤勉手当

◆退職手当

◆その他の手当

０人

１人

４人

１人

５人

７人

９人

３人

６人

８人

１０人

０人

５４人

１１
４
８
６
７
５
４
４
１
５
２
１

１

５４

Ｈ２６年
１１
４
１０
７
９

４
５
１
５
２
１

１

５５

Ｈ２５年
１１
４
１０
７
９

４
５
１
５
２
１

１

５５

▲２
▲１
▲２
５

▲１

▲１

▲２
▲１
▲２
５

▲１

▲１

１．４月分

１．７月分

３．１月分
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●お知らせ

読 者
か ら

の

おすすめの

１冊１冊１冊

　
表
紙
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
目
を
引
か

れ
、手
に
取
っ
た
。 

　
そ
れ
は
色
と
り
ど
り
の
昆
虫
が
、
ま
る

で
モ
ザ
イ
ク
の
様
に
並
べ
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
混
沌
と
し
た
多
様
な
も
の
が
整
然

と
並
べ
ら
れ
て
い
る
美
し
さ
、
そ
し
て
昆

虫
そ
の
も
の
の
神
秘
的
な
美
し
さ
に
感
動

す
ら
覚
え
た
。 

御 杖 小 学 校

　
こ
れ
は
私
た

ち
の
も
つ
昆
虫

図
鑑
の
概
念
を

覆
す
も
の
で
あ

る
。 

も
は
や
そ

れ
ら
は
昆
虫
で

あ
り
な
が
ら
昆

虫
で
な
い
、
一

枚
の
ア
ー
ト
と

化
し
て
、
私
た
ち
を
不
思
議
な
世
界
へ
い

ざ
な
っ
て
く
れ
る
。 

　
昆
虫
の
怪
し
い
メ
タ
リ
ッ
ク
な
輝
き
、

不
思
議
な
形
、
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

模
様
…
改
め
て
こ
れ
ら
が
自
然
界
に
存
在

す
る
事
に
驚
く
。 

　
そ
れ
と
共
に
、
私
た
ち
人
間
の
デ
ザ
イ

ン
や
ア
ー
ト
の
原
点
は
こ
の
小
さ
な
昆
虫

に
こ
そ
あ
っ
た
の
だ
と
、
そ
の
偉
大
さ
に

気
付
か
さ
れ
る
。 

　
昆
虫
が
好
き
な
子
ど
も
達
に
も
、
か
つ

て
子
ど
も
だ
っ
た
大
人
に
も
、
ぜ
ひ
じ
っ

く
り
見
て
い
た
だ
き
た
い
お
す
す
め
の
一

冊
で
す
。

○
こ
の
本
を
読
ん
だ
人

　
　
ペ
ン
ネ
ー
ム
　
　
　
ア
ゲ
ハ 

□問
　
教
育
委
員
会
事
務
局

　
　
☎
０
７
４
５（
９
５
）２
０
０
４

「世界一うつくしい
　昆虫図鑑」
著者／クリストファー・マーレー

新
　
着
　
図
　
書
　
紹
　
介

「
バ
ム
と
ケ
ロ
の
お
い
し
い
絵
本
」

　
　
　
著
　
者
／
八
木
佳
奈
・
島
田
ゆ
か

  

バ
ム
と
ケ
ロ
は
、
食
べ
る
の
も
料
理
す

る
の
も
大
好
き
！
だ
か
ら
、
絵
本
に
は

た
く
さ
ん
の
料
理
シ
ー
ン
が
登
場
し
ま

御
杖
村
長
選
挙
及
び

御
杖
村
議
会
議
員
補
欠
選
挙

投
票
日
　
１１
月
１５
日（
日
） 

午
前
７
時
〜
午
後
６
時

　
◆
期
日
前
投
票

　
投
票
日
に
、
仕
事
の
都
合
や
旅
行
な
ど
の

理
由
で
、
投
票
所
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
い

方
は
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

▼
期
　
間

　
１１
月
１１
日（
水
）〜
１１
月
１４
日（
土
）

▼
時
間

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
８
時

▼
場
　
所

　
御
杖
村
役
場
　
３
階
会
議
室

　
◆
病
院
等
で
の
不
在
者
投
票

　
不
在
者
投
票
指
定
施
設
と
し
て
指
定

さ
れ
た
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入

院
・
入
所
さ
れ
て
い
る
方
は
、
そ
の
施
設

で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
の
で
、
施
設

の
管
理
者
に
申
し
出
て
下
さ
い
。

　
◆
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

　
身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
等
の
理

由
に
よ
り
、
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
を

認
め
ら
れ
た
方
（
あ
ら
か
じ
め
郵
便
投
票

証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
方
）
は
、
郵
便

に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。こ
の

場
合
に
は
選
挙
期
日
の
４
日
前
（
１１
月
１１

日
）
が
投
票
用
紙
等
の
請
求
締
切
日
と
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
手
続
き
は
お
早
め
に

お
願
い
し
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
御
杖
村
選
挙
管
理
委
員
会

（
総
務
課
内
　
内
線
２
１
４
）
ま
で
お

尋
ね
下
さ
い
。

御杖神社

■第１投票所（菅野区） 御杖村保健センター
　　　　　　　（今回から変更となります）

■第４投票所（土屋原区） 土屋原公民館

■第２投票所（神末区） 神末中央集落センター

■第３投票所（神末区） 神末敷津産地化センター

■第５投票所（桃俣区） 桃俣多目的研修センター

■期日前投票所 御杖村役場３階会議室

※

終
了
時
間
が
２
時
間
早
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ご
注
意
く
だ
さ
い

告
示
日
／
１１
月
１０
日
（
火
）

教育長  丸山  栄さん就任

　去る、９月１７日に開催された９月

定例議会において、丸山　栄さんを

教育長に任命することが全会一致で

同意され、１０月１日に鈴木村長より

辞令を受け、新制度の教育長に就任

されました。

　新制度では、これまでの教育長と

教育委員長を一本化し、教育長の役

割を明確にすることで迅速な管理体

制の構築と村長との連携の強化を図

ります。

　丸山教育長は「本村の教育行政を

担うことで、故郷の教育に携われる

喜びと同時に、責任の重大さに身の

引き締まる思いでございます。微力

ではございますが、全力を傾注して

まいりますのでよろしくお願いいた

します。」と抱負を述べられました。

す
。
忠
実
に
絵
本
の
お
や
つ
や
料
理
を

再
現
し
た
レ
シ
ピ
は
本
書
の
み
で
、
レ

シ
ピ
の
他
に
、
料
理
シ
ー
ン
に
ま
つ
わ

る
楽
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
満
載
…
。
付

録
と
し
て
、
ス
テ
ン
シ
ル
プ
レ
ー
ト
、

ク
ッ
キ
ー
や
ド
ー
ナ
ツ
の
型
紙
、
手
軽

に
作
れ
る
レ
シ
ピ
も
掲
載
。
ぜ
ひ
親
子

で
ク
ッ
キ
ン
グ
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。
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●お知らせ

【11月の予定】

□問 保健福祉課・社会福祉協議会　☎0745（95）2828

☆みつえっ子広場☆

「絵本の読み聞かせ」野の花文庫の藤井幸子先生来所
　手遊びやお話を交えて、年齢に応じた絵本の選び方や子どもとの楽しみ

方をアドバイスしていただきます。

■日　時：１１月５日(木)　１０：００～１１：００まで　■場　所：御杖保育所

■持ち物：ベビーカー、おむつ、飲み物（ミルク等）その他必要と思われるもの。

※昼食をお持ちいただいて、ゆっくり過ごしていただいても結構です。

「遠　足」
■日　時：１１月１３日(金)　■場所：桜井市　■詳細は後日お知らせします。

☆毎週月・木・金の９：３０～１５：００は支援室、園庭を開放しています。

　お気軽にご利用ください。

◎一時預かり保育も実施しています。

　ご利用の際は事前（利用日３日前まで）にお電話下さい。

□問　御杖保育所　☎０７４５（９５）２４８０

☆こども虐待防止へ  ご協力を！！☆
　「虐待かも？」と思ったら、虐待かど
うか確信がなくても、ためらわずに、下
記までご連絡ください。

奈良県中央こども家庭相談センター
☎０７４２（２６）３７８８（２４時間受付）

保健福祉課　☎０７４５（９５）２８２８
（夜間・休日は、役場　☎０７４５（９５）２００１）
児童相談所全国共通ダイヤル１８９

　虐待の事実がなかったとしても、責
任を問われることはありません。また
子どもの名前など詳しい情報がなくて
もかまいません。あなたの連絡が、子ど
もだけでなく、保護者の支援にもつな
がります。

☆高齢者保健福祉月間に伴う敬老訪問！　祝 88歳！☆

　毎年９月は高齢者保健福祉月間の一環として、村内在住の高齢者（８８歳）の方を対象にご長寿のお祝いを申し上げたく

敬老訪問を実施しています。今年も平成２７年中に８８歳になられます３１名の方々のご長寿を祝し、鈴木村長から長寿者賞

が交付されました。

　みなさまのさらなるご長寿を心よりお祈りいたします。

32 4 5

9

16

23

6

27

10 11 12 13

17 18 19 20

24 25 26

月 火 水 木 金

ふれあい喫茶離乳食教室
元気にしとる会
（堂前）（西町）

ふれあい喫茶

ふれあい喫茶
みつえっこ広場

筋力アップ教室（昼）
ゆったり 13:10 ～ 14:50
しっかり 14:50 ～ 16:20

元気にしとる会
（東町）（神末中村）

元気にしとる会
（菅野）

元気にしとる会
（敷津）

元気にしとる会
（上村）（大野）

乳幼児相談
元気にしとる会
（上郷・中野）

編み物教室
元気にしとる会
（峯・水口・畑井）

ふれあい喫茶

カラオケ教室

筋力アップ教室（昼）
ゆったり 13:10 ～ 14:50
しっかり 14:50 ～ 16:20
みつえっこ広場（遠足）

筋力アップ教室（昼）
ゆったり 13:10 ～ 14:50
しっかり 14:50 ～ 16:20
筋力アップ教室（夕）
18:00 ～ 19:00

筋力アップ教室（昼）
ゆったり 13:10 ～ 14:50
しっかり 14:50 ～ 16:20

30

　
【
主
な
内
容
】　
　

▼
菅
野「
絆
の
会
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
○
地
域
に
は
、い
ろ
い
ろ
な
役
を
担
い
、

頑
張
っ
て
い
る
方
が
大
勢
い
る
が
、
そ
の

こ
と
を
知
ら
な
い
住
民
も
多
く
残
念
で
あ

る
。多
く
の
人
に
そ
の
活
動
内
容
を
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
は
、
も
っ
と
創
意
工
夫

し
、
わ
か
り
や
す
く
啓
発
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
か
。

　
○「
絆
の
会
」の
よ
う
に
役
割
の
違
う
人

が
初
め
て
会
合
で
き
た
こ
と
に
意
義
が
あ

る
。今
後
も
継
続
し
て
絆
を
深
め
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

▼
神
末「
絆
の
会
」　

　
○
自
主
的
な
グ
ル
ー
プ
「
元
気
に
し
と

る
会
」
な
ど
の
立
ち
上
げ
や
元
気
・
思
い

や
り
サ
ポ
ー
タ
ー
や
民
生
児
童
委
員
等
が

合
同
で
活
動
し
て
い
く
こ
と
が
地
域
の
活

性
化
に
つ
な
が
る
。

　
○「
絆
の
会
」は
、
３
つ
の
会
の
委
員
や

世
話
人
で
話
し
合
わ
れ
て
い
る
が
、
地
域

は
様
々
な
人
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。今
後

は「
絆
の
会
」に
地
域
の
様
々
な
人
の
参
加

を
得
る
こ
と
が
、
地
域
を
一
層
元
気
に
し

て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。そ
の
た
め
に

も
連
携
の
要
と
し
て
行
政
の
役
割
は
重
要

で
あ
る
。

▼
２
地
区
の
共
通
し
た
内
容

　
○
い
ろ
い
ろ
な
催
し
に
参
加
し
な
い
人

も
い
る
が
、
無
理
に
参
加
し
て
も
ら
う
の

で
は
な
く
、
楽
し
そ
う
に
催
し
に
参
加
し

て
い
る
人
を
見
て
、
一
度
行
っ
て
み
た
い

な
ぁ
と
思
っ
て
も
ら
え
る
工
夫
を
す
る
の

が
効
果
的
で
は
な
い
か
。

　
前
区
長
の
辞
任
に
伴
い
、
１０
月
１５
日

か
ら
、
西
川
右
さ
ん
が
神
末
区
大
字
事

務
嘱
託
（
区
長
）
に
、
ま
た
山
本
永
さ
ん

が
、
大
字
事
務
嘱
託
代
理
（
副
区
長
）
に

就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
ま
し
た
お
二

人
に
は
、
村
発
展
の
た
め
、
ま
た
自
治
会

運
営
等
に
ご
尽
力
下
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　９月３０日、御杖村村民運動場におい

て第１０回宇陀郡老人クラブ連合会グラ

ウンドゴルフふれあい交流大会が開催

されました。

　秋空のさわやかな天候の下、曽爾村

の選手とわきあいあいと楽しいひとと

きを過ごしました。

◇男子の部　

　優　勝　　山夲　正義（神末）

　準優勝　　石原　浩三（曽爾村）

　三　位　　間井谷啓助（曽爾村）

◇女子の部

　優　勝　　下里アサヱ（神末）

　準優勝　　鈴木スゞエ（神末）

　三　位　　奥田　　幸（菅野）

「
絆
の
会
」が
菅
野
で
も
ス
タ
ー
ト

　「
絆
の
会
」と
は
、
地
域
の
元
気
づ
く
り
や
見
守
り
を
推
進
す
る
代
表
の
方（
元
気
・
思

い
や
り
サ
ポ
ー
タ
ー
、
民
生
児
童
委
員
、
元
気
に
し
と
る
会
世
話
人
）が
一
堂
に
会
し
、
話

し
合
い
を
通
じ
て
地
域
の
課
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
に
考
え
て
い
く
会
で
す
。

　
昨
年
か
ら
の
神
末
地
区
に
加
え
今
年
度
は
菅
野
地
区
で「
絆
の
会
」が
始
ま
り
ま
し
た
。

　　郡老連グラウンドゴルフ
ふれあい交流大会が開催

　この運動は、昭和５９年に神奈川県・

横浜市・川崎市各老人クラブ連合会が

「敬老の日」に感謝する活動として行

われたことが始まりで、昭和６１年から

全国運動として実施しています。

　御杖村老人クラブ連合会も９月１９日

に３８１名の会員が参加しました。

第１０回

「全国一斉社会奉仕の日」に
取り組みました！

■

大字神末

事務嘱託就任

■
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●お知らせ

○
誰
も
が
見
や
す
く
、
使
い
や
す
い
所
に

置
き
ま
し
ょ
う
。

○
湿
気
の
多
い
場
所
や
日
の
あ
た
る
所
を

避
け
、
転
倒
し
な
い
よ
う
工
夫
し
ま
し

ょ
う
。

火
を
使
う
こ
と
が
多
く
な
る
こ
の
時
期
、各
ご
家
庭
で
消
火
器
の
点
検
を
お
願
い
し
ま
す
。

消
火
器
の
点
検
を
！

○
安
全
ピ
ン
・
キ
ャ
ッ
プ
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

○
容
器
に
サ
ビ
や
変
形
な
ど
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

○
ホ
ー
ス
に
詰
ま
り
や
ひ
び
割
れ
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

○
圧
力
ゲ
ー
ジ
の
つ
い
て
い
る
も
の
は
、

圧
力
を
示
す
針
が
規
定
値
内
（
緑
色
の

範
囲
）
に
あ
り
ま
す
か
。

■
危
な
い
消
火
器

　
本
体
が
サ
ビ
て
い
た
り
、
破
損
や
、
変

形
を
し
て
い
る
と
、
異
常
加
圧
と
な
り
、

「
爆
発
」
し
て
、
死
亡
事
故
に
つ
な
が
り

ま
す
。
定
期
的
に
消
火
器
を
点
検
し
、
異

常
が
あ
っ
た
場
合
は
、
絶
対
に
使
用
し
な

い
で
下
さ
い
。
ど
ん
な
に
危
な
い
消
火
器

で
も
、
安
全
ピ
ン
を
抜
い
て
取
っ
手
を
握

ら
な
い
限
り
、
爆
発
は
し
ま
せ
ん
。

■
有
効
期
限

　
製
造
年
月
日
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

一
般
消
火
器
の
耐
用
年
数
は
１０
年
で
す
。

設
置
状
況
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、
１０

年
以
内
で
あ
っ
て
も
サ
ビ
や
キ
ズ
等
、
異

常
の
あ
る
も
の
は
速
や
か
に
交
換
し
て
く

だ
さ
い
。

　
消
防
団
で
も
、
新
規
購
入
や
不
必
要
な

消
火
器
の
回
収
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　
申
し
込
み
は
１１
月
３０
日
（
月
）
ま
で

に
、下
記
役
員
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
消
火
器
の
設
置
や
交
換
は
強
制

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ホ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
等
で
も
購
入
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
消
防
署
や
消
防
団
が
直
接
ご

自
宅
へ
訪
問
販
売
に
伺
う
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
消
防
団
の
あ
っ
せ
ん
価
格（
消
費
税
含
む
）

▼
新
規
購
入

　
４
型…

５
，０
０
０
円

　
６
型…

５
，８
０
０
円

　
１０
型…

４
，３
０
０
円

消
火
器
を
置
く
場
所

消
火
器
を
置
く
場
所

日
常
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

日
常
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

日
常
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

■
御
杖
村
消
防
団
　
役
員
名
簿

山岡靖典山田博樹

新井章信

盛岡康治

馬場一也

德田光昭

仲子雄史

分　団　長 副分団長 部　　　長

第１分団

第２分団

第３分団

石倉康成

中嶋　勉

安全ピン
（変形・損傷はないか、
  封印は切れていないか）

安全ピン
（変形・損傷はないか、
  封印は切れていないか）

ホース
（亀裂・劣化・ゆるみ
  はないか）

底　部
（変形・サビはないか）

本　体
（変形・サビはないか）

キャップ
（変形・ゆるみはないか）

ゲージ
（圧力は正常か）

レバー
（変形・損傷はないか）火

災
予
防
に
心
が
け
ま
し
ょ
う

火
災
予
防
の
対
策

○
住
宅
用
火
災
警
報
機

　
火
災
警
報
機

等
は
、
火
災
に

よ
り
発
生
す
る

煙
や
熱
を
自
動

的
に
感
知
し
警

報
ブ
ザ
ー
や
音

声
に
よ
り
、
い
ち
早
く
知
ら
せ
、
避
難
を

促
す
機
器
で
す
。

　
法
律
に
よ
り
平
成
１８
年
６
月
か
ら
全
て

の
住
宅
に
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

事業の目的

　荒廃した里山は、野生獣の餌場・隠れ

家となり、野生獣による農林被害の発生

原因となっています。このため、集落や農

地と野生獣生息地との間に緩衝帯を造成

することにより、野生獣被害の低減と里

山の環境整備を推進します。

事業内容

●竹林の皆伐・間伐

●雑木林の間伐・下刈り 等

　注）採択の目安は、１箇所＝１，０００㎡以

上。村が森林組合等へ事業を委託します。

分担金等は要りません。

 　事業を希望される方は１１月３０日（月）ま

でに、御杖村役場　産業建設課（内線２３１）

へご連絡下さい。

天井設置タイプ

　
御
杖
村
で
は
、
平
成
２３
年
度
に
各
家
庭

に
１
個
づ
つ
配
布
し
ま
し
た
が
、
各
寝
室

や
階
段
の
踊
り
場
に
設
置
が
必
要
で
す
。

火
災
が
起
き
た
ら…

①
早
く
知
ら
せ
る
！

　
大
声
で
「
火
事

だ
！
」
と
叫
び
、

隣
近
所
に
知
ら
せ

て
、
直
ち
に
１
１

９
番
通
報
を
し
ま
し
ょ
う
。
声
が
出
せ

な
い
場
合
は
、
音
の
出
る
も
の
を
た
た

い
て
隣
近
所
に
知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

②
早
く
消
火
す
る
！

　
火
が
ま
だ
横
に

広
が
っ
て
い
る
出

火
直
後
な
ら
消
火

は
で
き
ま
す
。
消

火
器
や
濡
れ
た
布
な
ど
を
利
用
し
ま
し

ょ
う
。

③
早
く
逃
げ
る
！

　
危
険
を
感
じ
た

ら
す
ぐ
に
避
難
し

ま
し
ょ
う
。
避
難

の
目
安
は
、
住

宅
火
災
の
場
合
は
天
井
に
火
が
燃
え
移

っ
た
時
で
す
。

火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
・

火
炎
を
発
す
る
時
は

　
屋
外
で
次
の
よ
う
な
火
災
と
紛
ら
わ
し

い
煙
・
火
炎
を
発

す
る
場
合
は
、
事
前

に
役
場
総
務
課
へ
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

①
農
業
、
林
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を
得

ず
廃
棄
物
を
焼
却
す
る
場
合

②
そ
の
他
著
し
く
煙
・
炎
等
が
で
る
よ
う

な
作
業
等
を
す
る
場
合

家
庭
で
、日
頃
か
ら
気
を
つ
け
る

●
薪
（
ま
き
）
を
燃
料
と
す
る
お
風
呂

は
、
焚
き
口
付
近
に
燃
え
や
す
い
物
を

置
か
な
い
よ
う
に
し
、
引
火
の
恐
れ
が

な
い
よ
う
に
、
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

●
煙
突
は
、
月
に
一
度
を
目
安
に
清
掃

し
、
特
に
角
度
の
つ
い
た
煙
突
や
、
排

煙
の
長
い
煙
突
は
、
こ
ま
め
に
清
掃
し

て
く
だ
さ
い
。

●
コ
タ
ツ
の
中
や
、
ス
ト
ー
ブ
・
フ
ァ
ン

ヒ
ー
タ
ー
の
直
前
で
洗
濯
物
を
乾
か
す

と
、
異
常
に
過
熱
さ
れ
て
発
火
の
恐
れ

が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

●
ス
ト
ー
ブ
等
へ
の
給
油
は
、
必
ず
一
度

火
を
消
し
て
か
ら
行
い
ま
し
ょ
う
。

●
ガ
ス
コ
ン
ロ
で
調
理
中
は
、
火
を
つ
け

た
ま
ま
そ
の

場
を
離
れ
な

い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　
　
特
に
油
を

使
っ
た
調
理
は
危
険
で
す
の
で
、
こ
ま

め
に
火
を
消
す
よ
う
に
心
が
け
ま
し
ょ

う
。

獣害につよい
里山づくり
事業について

獣害につよい
里山づくり
事業について

　
２０
型…

９
，５
０
０
円

▼
不
要
消
火
器
廃
棄
料

　
８
０
０
円

◆
お
問
い
合
わ
せ

　
　
総
務
課（
内
線
２
１
２
）

◇
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